
議 案 第 ９ ５ 号  

 

指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

 

 次 の と お り 指 定 管 理 者 を 指 定 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

１  施 設 の 名 称    亀 山 市 勤 労 文 化 会 館  

２  施 設 の 所 在    和 田 町 １ ４ ８ ８ 番 地 １ １ ５  

３  指 定 す る 期 間   平 成 ２ ６ 年 ４ 月  １ 日 か ら  

          平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

４  指 定 管 理 者 と な る 団 体  

          亀 山 市 和 田 町 １ ４ ８ ８ 番 地 １ １ ５  

亀 山 地 区 労 働 者 福 祉 協 議 会  

          会 長  沢 井 禎 浩  

 

提 案 理 由  

 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ６ 項 の

規 定 に よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 


